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選 挙 の お 知 ら せ
平成28年6月発行／神戸市選挙管理委員会

投票日7月10日（日）午前7時～午後8時
そろって投票しましょう

−裏面に続く−

参議院議員通常選挙

◆神戸市で投票できる人は 今回の選挙から18歳以上
●�平成10年7月11日までに生まれた人で、平成28年3月21日までに神戸市の住
民基本台帳に記録され、引き続き市内に居住している人です。
　※�6月21日現在、市内に居住していなくても、3か月以上神戸市内に居住してい

た場合は、神戸市で投票できるケースもありますので、お問い合わせください。
　　�なお、今年の3月22日以降に神戸市に転入届を出した人は、今回の選挙は神戸

市では投票できませんので、旧住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。

◆投票方法等は
　今回の選挙では、参議院選挙区選挙と比例代表選挙の２種類の投票となります。
●�参議院選挙区選挙：「うすい黄色」の投票用紙に、「候補者の氏名」を書いて投票
します。
●�参議院比例代表選挙：「白色」の投票用紙に、「候補者の氏名」または「名簿届出
政党等の名称又は略称｣ を書いて投票します。

◆投票所は
●�｢投票のご案内｣ を公示日（６月22日）以降、できるだけ早く世帯ごとに封書
でお送りしますので、ご自分の個票を確認のうえ、記載の投票所にご持参ください。
　※�「投票のご案内」を、なくしたり、忘れても投票できますので、投票所でお申

出ください。
●�市内で住所を移した人（選挙人名簿に登録されている人）の投票所は、次のとお
りです。
　①今年の６月８日までに ｢住民異動届｣ を出した人�⇒�新しい住所地の投票所
　②今年の６月９日以降に ｢住民異動届｣ を出した人�⇒�もとの住所地の投票所

●今回の選挙で投票所が変更になる地域があります。�⇒�裏面に記載の地域です。
●�ご家族の ｢投票のご案内｣ を間違えてお持ちになる場合などがありますので、投票所では、本人確認のため、お誕生月（○月生
まれ）をお尋ねしています。

◆期日前投票は
選挙期日(７月10日)に、仕事やレジャーなどの予定のある人は、｢期日前投票｣ をご利用ください。
　●受付場所は�⇒�選挙人名簿に登録されている区の区役所等の期日前投票所にお越しください。
　　◇�北区の選挙人名簿に登録されている人⇒北区役所のほか、北神出張所や連絡所（山田、有馬、道場、八多、大沢、長尾、淡

河）で投票できます。
　　◇須磨区の選挙人名簿に登録されている人⇒須磨区役所のほか、北須磨支所で投票できます。
　　◇垂水区の選挙人名簿に登録されている人⇒垂水区役所のほか、神戸市外国語大学内の三木記念会館で投票できます。
　　◇�西区の選挙人名簿に登録されている人⇒西区役所のほか、西神中央出張所や連絡所（伊川谷、押部谷、神出、岩岡、櫨谷、

平野）で投票できます。
　　　※�投票の際には、宣誓書への記入が必要となりますので「投票のご案内」裏面に記載している様式に、予め必要事項を記入

のうえご持参ください。
　　　※�「投票のご案内」は郵便事情で遅れる場合があります。ご持参いただけない場合でも、期日前投票所で宣誓書をご記入い

ただくことで投票できます。
　●受付期間・時間は
　　◇期間�⇒�６月23日（木）～７月９日（土）
　　　　　　�※期間中の土曜、日曜も受け付けています。
　　　　　　�※�神戸市外国語大学内の期日前投票所（受付は垂水区のみ）は、７月２日（土）～９日（土）正午～午後８時で受け

付けています。
　　◇時間�⇒�午前８時30分～午後８時（※北区、西区の連絡所は午前９時～午後５時）
　　　（注�）選挙期日（７月10日）には18歳になるが、期日前投票をするときにはまだ17歳の人は、期日前投票はできませんが、

　不在者投票をすることができます。受付期間・場所は、期日前投票と同じです。

◆不在者投票は
●�旅行や出張などで、選挙期日（７月10日）の投票も期日前投票もできない人は、事前に手続きをすれば滞在先の選挙管理委員
会で不在者投票ができます。
　◇手続きの概略は、次のとおりです。
　　①�「投票のご案内」裏面に印刷の「宣誓書」に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会あて

に郵送してください。
　　　※�滞在先の選挙管理委員会や神戸市のホームページからダウンロードできる「投票用紙等請求書兼宣誓書」を郵送しても請

求できます。
　　　　神戸市のホームページ⇒　　　　　　　　　　　※ＦＡＸや電子メールでは、請求できません。神戸市選挙 検索

平成27年度 明るい選挙をすすめるポスターコンクール
［特選］　神戸市立 湊翔楠中学校3年 山田菜月さんの作品



◆点字投票・代理投票は
目の不自由な人には ｢点字投票｣、目や手が不自由で字を書くことができない人には投票所の係員が代筆する ｢代理投票｣ の制度
があります。投票所や期日前投票所の係員にお申出ください。なお、点字投票・代理投票は、期日前投票や不在者投票（※郵便等
による不在者投票は除きます。）でも行うことができます。

◆投票所が変更になった地域
区 投票所が変更になった地域 新しい投票所

中央区
上筒井通１～５丁目，野崎通１～３丁目 上筒井小学校・筒井台中学校
神若通１・２丁目，国香通１・２丁目，熊内橋通１～７丁目，旗塚通１～７丁目 ふきあいの郷
相生町２丁目，古湊通１・２丁目，橘通１～４丁目，多聞通１～５丁目，中町通２～４丁目 橘地域福祉センター

兵庫区
上祇園町，下祇園町，上三条町，下三条町，平野町（字上ノ山，字皿器谷，字平野谷，字済渡
を除く） 神戸祇園小学校

湊山町，雪御所町，山王町１・２丁目，烏原町（字片楚を除く） 雪御所児童館
長田区 大日丘町３丁目，萩乃町２・３丁目，雲雀ケ丘１～３丁目 大日丘地域福祉センター

須磨区 明神町５丁目，神撫町３～５丁目，禅昌寺町１・２丁目，妙法寺字アチ口，樫原，三ツ滝，円
満林(２・６番地），兀山（１～６番地），口ノ川 宝雲閣

区 名称が変更になった投票所 新しい投票所名
中央区 港島小学校 義務教育学校港島学園
兵庫区 旧荒田小学校 みなと幼稚園

長田区
丸山小学校 丸山ひばり小学校
おもいけ園 おもいけ園（仮設園舎）

西区
神戸視力障害センター 神戸視力障害センター地域交流研修棟
古神公会堂 古神公民館

◆投票所の施設の名称が変更になった所
区 投票所が変更になった地域 新しい投票所
垂水区 高丸８丁目 千鳥が丘小学校

◆投票区域が変更になった所

◇左記の①～③に該当する人のうち、上肢
又は視力の障害が1級などの人は、選挙
管理委員会に届出た人（選挙権を有する
人に限ります。）が、本人に代わって投
票に関する記載をする ｢代理記載制度｣
があります。
◇いずれも、あらかじめ「郵便等投票証明
書｣ を取り寄せておく必要がありますの
で、お住まいの区の選挙管理委員会にお
問い合わせください。
◇すでに「郵便等投票証明書｣ をお持ちの
人は、７月６日（水）までに、当該証明
書を添えて、登録されている区の選挙管
理委員会に投票用紙等をご請求くださ
い。

※詳しくは、下記の選挙管理委員会までお
問い合わせください。

②戦傷病者手帳をお持ちの人（○印は該当者）

障　　害　　名
障害の等級

特別
項症

第１
項症

第２
項症

第３
項症

両下肢、体幹の障害 ○ ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 ○ ○ ○ ○

①身体障害者手帳をお持ちの人（○印は該当者）

障　　害　　名 障害の等級
１級 ２級 ３級

両下肢、体幹、移動機能の障害 ○ ○

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 ○ － ○

肝臓、免疫の障害 ○ ○ ○

③介護保険の被保険者証（※資格者証ではありません｡）をお持ちの人
被保険者の要介護状態区分 要介護５

　　②選挙管理委員会から、投票用紙や ｢不在者投票証明書｣（封筒に入っています。）等を滞在先にお送りします。
　　③お手元に投票用紙等が届きましたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票を行ってください。
　　　※不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。（開封すると投票できません）
　　　※自宅等で、投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載しないでください。
　◇投票済みの不在者投票は、投票日当日の午後８時までに投票所に届く必要がありますので、お早めに手続きをしてください。
●病院や老人ホーム等に入院・入所中の人は
　都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。
　各施設で、ご確認ください。
●身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの人は
　◇次の①～③の表に該当する人は、事前に申請を行うことで、自宅等で「郵便等による不在者投票」をすることができます。

◆お知らせ
●�選挙権年齢を18歳以上に引き下げる公職選挙法の一部を改正する法律が、平成27年６月17日に成立し、６月19日に公布されました。
１年後の平成28年６月19日に施行されたため、選挙権年齢が「18歳以上」へ引き下げられました。
●選挙人の同伴する子ども（幼児・児童、生徒その他満18歳未満の者）は、投票所に入ることができるようになりました。
　�ただし、選挙人自ら自書しなければならない原則から、子どもが選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記載することができません。
　選挙人が自ら投函しなければならない原則から、子どもが選挙人に代わって記入済みの投票用紙を投函することはできません。

※お問い合わせは下記の選挙管理委員会へ
　東灘区選挙管理委員会　　℡ 078-841-4131（代）
　灘区選挙管理委員会　　　℡ 078-843-7001（代）
　中央区選挙管理委員会　　℡ 078-232-4411（代）
　兵庫区選挙管理委員会　　℡ 078-511-2111（代）
　北区選挙管理委員会　　　℡ 078-593-1111（代）
　長田区選挙管理委員会　　℡ 078-579-2311（代）
　須磨区選挙管理委員会　　℡ 078-731-4341（代）
　　　同（北須磨支所）　　℡ 078-793-1212（代）
　垂水区選挙管理委員会　　℡ 078-708-5151（代）
　西区選挙管理委員会　　　℡ 078-929-0001（代）
　神戸市選挙管理委員会　　℡ 078-322-5815（直）

―　投開票速報等の実施について　―
　７月10日（日）は、神戸市選挙管理委員会のホームページで、参議院議員通常選挙の投開票
速報（神戸市分）を行います。下記のアドレスからアクセスしてください。
●神戸市　　　　　　　　　http://www.city.kobe.lg.jp
●神戸市選挙管理委員会　ホームページ
http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/index.html
６月23日（木）から、毎日午後10時頃に当日の期日前投票の投票者数（神戸市分）の速報も掲
示しています。ただし、７月９日（土）は最終日の集計を行いますので午後11頃の見込みです。

―　選挙公報について　―
区選挙管理委員会から配布します。神戸市選挙管理委員会のホームページでもリンク先を掲載します。
ホームページに掲載された選挙公報はプリントして不特定または多数の人に頒布できませんのでご注意ください。

神戸市選挙 検索
神戸市 検索
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平成26年衆議院議員選挙

総務省「投票率の推移」データより抜粋
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映
し
て
い
く
た
め
の
選
挙
は
大
切
で
す
。あ
な
た
の
大
切

な
一
票
を
投
じ
る
た
め
、早
速
投
票
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
は
関
心
を
持
つ
こ
と
か
ら

●
明
る
い
選
挙
作
品
コ
ン
ク
ー
ル
の
作
品
募
集
中
!

神
戸
市 

選
挙

検 

索

こ
ん
に
ち
は
。私
は
神
戸
市
選
挙
管
理
委
員
会
の

選
挙 

行
男
で
す
。今
日
は
、選
挙
の
大
切
さ
を
皆
さ

ん
に
お
伝
え
し
ま
す
。

い
や
い
や
、投
票
っ
て
5
分
も

あ
れ
ば
簡
単
に
で
き
る
ん
で
す
よ
。

平
成
26
年
に
実
施
さ
れ

た
衆
議
院
議
員
選
挙
で
の

投
票
率
は
全
国
平
均
で
、

過
去
最
低
の
52
・
66
％
。

神
戸
市
は
、全
国
平
均
を

長
年
下
回
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
、
ぜ
ひ
投
票
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
ね
。

で
も
、投
票
って
面
倒
や
か
ら
行
か
へ
ん
わ
～
。

そ
も
そ
も
選
挙
って
何
で
行
か
な
あ
か
ん
の
？

政
治
な
ん
て
私
に
関
係
な
い
や
ん
。

若
い
世
代
の
投
票
率
は
、ほ
か
の
世
代

に
比
べ
て
低
く
な
っ
て
い
ま
す
。し
か

し
、未
来
の
日
本
を
担
う
の
は
今
の
若

い
世
代
の
皆
さ
ん
で
す
。社
会
の
一
員

で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
も
ら
う

た
め
、選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
が
行

わ
れ
た
ん
で
す
。

若
い
世
代
の
声
が
政
治
に
届
き
に
く
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。若
い
世
代
に
向
け
た
政
策
が
実
現
し
に

く
く
な
っ
た
り
、時
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
な
ら
学
校
帰
り
や
仕
事
帰
り
に
も

投
票
で
き
る
か
ら
便
利
だ
ね
。

20歳代の
投票率

投票に
行っていない
67.42%

投票に
行った
32.58%

私
た
ち
の
意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
た
め

約
半
数
は
投
票
に
行
っ
て
い
な
い
!?

神
戸
か
ら
若
い
世
代
の
投
票
率
を
ア
ッ
プ

選
挙
権
年
齢
が
70
年
ぶ
り
に
変
わ
り
ま
す

そ
う
そ
う
!

若
い
世
代
が
投
票
に
行
か
な
い
と
ど
う
な
る
ん

で
す
か
？

私
た
ち
が
望
む
未
来
に
す
る
に
は
、今
、選
挙

に
行
か
な
い
と
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
ね
。

18
歳
か
ら
投
票
で
き
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す

よ
ね
。

衆議院議員
選挙投票率

投票までの流れ

若い世代が投票に行か
ないと、若い世代向けの
政策が少なくなってしまうこ
とを授業で学び、投票に行
かないといけないと思いま
した。

これまで政治に関心が
なかったのですが、18歳
から投票できるようになり、
身近に感じるようになりま
した。投票にはしっかりと
行きたいと思っています。

①案内を
　持って
　投票所へ

②投票用紙
　を受け
　取って

③候補者の
　名前など
　を記入し

せ
ん
き
ょ
い
く
お



川岸 愛さん（神戸女子大学・19歳）

泉 万友さん（神戸女子大学・19歳）

投
票
箱
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久
元
市
長
の

政
治
は
私
た
ち
の
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
に
深
く

関
係
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。例
え
ば
…

こ
れ
ら
の
事
は
誰
か
が
勝
手
に
決
め
る
の
で
は
な

く
、話
し
合
い
を
し
て
決
め
て
い
き
ま
す
。た
だ
、国

民
全
員
で
話
し
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、私
た

ち
を
代
表
す
る「
政
治
家
」を
選
び
、そ
の
人
た
ち
が

話
し
合
い
を
し
、政
治
に
反
映
し
て
い
く
ん
で
す
。

投
票
に
行
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
く
、行
か

な
い
と
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。一
票
一
票
の
積
み
重

ね
で
、私
た
ち
の
ま
ち
は
変
わ
っ
て
い
く
か
も
し
れ

な
い
ん
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
候
補
者
の
氏
名
、写
真
、政
治
を

行
う
上
で
の
考
え
方
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。ど
こ
で
も
気
軽
に
見
ら
れ
て
便
利
で
す
ね
。ま

た
、そ
れ
ら
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
選
挙
公
報
が
各

世
帯
に
配
ら
れ
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ット
で
も
見
ら
れ
る
の
は
便
利
や
な
。

で
も
、投
票
日
は
仕
事
や
か
ら
行
か
れ
へ
ん
か
も
。

若
い
世
代
が
ど
ん
ど
ん
選
挙
に
行
く
な
ら
、

私
た
ち
も
き
ち
ん
と
選
挙
に
行
って
、人
生

の
先
輩
の
背
中
を
見
せ
て
や
ら
な
い
か
ん
な
。

神
戸
が
投
票
率
1
位
に
な
る
ぐ
ら
い
政
治

に
関
心
を
持
て
る
市
民
で
あ
り
た
い
な
。

で
も
、私
一
人
が
投
票
に
行
って
も
何
も

変
わ
ら
な
い
わ
よ
ね
？

行
か
な
い
と
何
も
変
わ
ら
な
い
…
か
。で
も
、

候
補
者
が
ど
ん
な
人
か
よ
く
分
か
ら
へ
ん
ね
ん
な
～
。

区
役
所
な
ど
で
、事
前
に
投
票
が
で
き
る「
期
日
前

投
票
」と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。平
日
も
遅
く
ま

で
開
い
て
い
る
の
で
、仕
事
や
出
掛
け
る
予
定
が
あ

る
人
は
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

選
挙
を
知
り
、政
治
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
、

投
票
所
で
の
作
業
を
大
学
生
に
お
願
い
し
て
い
ま

す
。ま
た
、新
た
に
選
挙
権
を
得
る
皆
さ
ん
に
、ダ
イ

レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。投
票
の
流

れ
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
、ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
ね
。

投
票
に
行
く
前
に
知
っ
て
お
く
べ
き
2
つ
の
事

アメリカでは、小・中学校で政治や選挙につ
いて授業がありました。子どもの頃から政
治の仕組みを学べるので、関心が高まり、国
民としての責任を感じることもできました。
トロイアノス アンジェラさん（アメリカ合衆国出身）

フランスにいたときは、18歳から家族と投票
に行っていました。昔の人々は選挙権を得る
ために戦ってきました。投票できる権利があ
るのに、行かないともったいないと思います。
ワクサン メディさん（フランス出身）

世界の9割が「選挙権は18歳から」 ニュースなどで伝えられる出
来事に関心があるので、投
票にはきちんと行きたいです。
候補者がどんな政策をしよ
うとしているかを知って、意味
ある一票を投票したいです。

中学・高校で選挙につ
いて学んだので早く投
票に行きたいと思ってい
ました。若い世代の意
見を聞いてもらえる機会
ができてうれしいです。

欧米諸国では1970年代を中心に、選挙権年齢が18歳に
引き下げられ、若い世代が政治に関わっています。

税金

こんなに身近！
政治で決める事

若
い
世
代
も
選
挙
に
関
心
を
持
って
い
る
ん
で
す

ね
。と
こ
ろ
で
、神
戸
市
は
若
い
世
代
に
投
票
へ
行
っ

て
も
ら
う
た
め
に
、何
か
し
て
い
る
ん
で
す
か
？

買い物を
したとき
の消費税

教育制度
どのよう
な教育を
行うか

防災対策
防波堤の
整備


